
 

 

議  案  第  １４  号  

 

 

新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和８年２月２４日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市企業立地促進条例（平成１４年条例第１０号）の一部を次のように改正する。  

第２条第５号中「従業員（短時間労働者（短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管

理の改善等に関する法律（平成５年法律第７６号）第２条第１項に定める者をいう。別

表において同じ。）を含み、技能実習生（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令

第３１９号）第２条の２第１項に規定する技能実習の在留資格をもって在留する外国人

をいう。）を除く。次号において同じ。）」を「従業員」に改め、同条第７号及び第８

号を次のように改める。  

（７）正規雇用従業員 期間の定めのない労働契約を締結している従業員であって、常

勤のものをいう。  

（８）短時間労働者 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法

律（平成５年法律第７６号）第２条第１項に定める者をいう。  

第２条中第１６号を第１７号とし、第９号から第１５号までを１号ずつ繰り下げ、第

８号の次に次の１号を加える。  

（９）技能実習生 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第２条の

２第１項に規定する技能実習の在留資格をもって在留する外国人をいう。  



 

 

第４条第１項中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号を第７号とし、第９号を

第８号とし、同条第３項中「第８号」を「第７号」に改める。  

第５条第３項中「前条第１項第９号」を「前条第１項第８号」に改める。  

第７条第１項第１号中「５億円」を「１０億円」に、「３億円」を「、５億円」に改

め、同項第２号中「３，０００万円」を「５，０００万円」に改め、同条第２項中第１

号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。  

第１１条第１項ただし書中「１億円」を「５，０００万円」に、「次項に規定する交

付額を超える部分について、次年度以降」を「当該奨励金を１０年以内の期間」に改め、

同条第２項中「初年度」を「各年度」に、「１億円又は当該指定事業者に係る用地取得

奨励金の額のいずれか高い額とし、次年度以降の交付額は、１億円」を「５，０００万

円又は当該指定事業者に係る奨励金の総額に１００分の１０を乗じて得た額のいずれか

高い額」に改める。  

附則第１項中「令和８年３月３１日」を「令和１１年３月３１日」に改める。  

別表１の項を次のように改める。  

１ 企業立地促

進奨励金 

新規雇用従業員（短時間労働者を

含み、技能実習生を除く。以下

この項及び７の項において同

じ。）が２０人（中小企業者に

あっては、１０人）以上のとき。 

市が評価した額の１００分の

５（中小企業者にあっては、

１００分の１０）以内の額 

５億円 

新規雇用従業員が２０人（中小企

業者にあっては、１０人）未満の

とき。 

市が評価した額の１００分の

２．８（中小企業者にあって

は、１００分の５．６）以内

の額 

別表２の項中「新たな事業展開（日本標準産業分類（統計法（平成１９年法律第５３

号）第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類をいう。）の中分類以上

の変更をいう。）に伴う増設若しくは移転又は新設」を「新設」に、「１億円」を

「５，０００万円」に改め、同表３の項中「２億円」を「１億円」に改め、同表４の項

中「交付要件額の１００分の２」を「市が評価した額（家屋の取得に係るものに限

る。）に、企業の立地に伴う建設工事に係る請負契約の金額の総額のうちに交付要件額



 

 

の占める割合を乗じて得た額の１００分の２．８」に改め、同表５の項を次のように改

める。  

５ 雇用促進奨

励金 

企業の立地に伴い本市に転入した

新規雇用従業員及び配置転換従業

員（いずれも正規雇用従業員に限

る。以下この項において同じ。）

の合計数が３人（中小企業者に

あっては、１人）以上のとき。 

企業の立地に伴い本市に転入

した新規雇用従業員及び配置

転換従業員１人につき５０万

円 

５，０００万円 

別表中６の項を削り、７の項を６の項とし、同項の次に次のように加える。  

７ ＩＣＴ関連

誘致奨励金 

情報通信の技術を活用した規則で

定める産業を営む企業の立地に伴

う新規雇用従業員及び配置転換従

業員の合計数が２人以上のとき。 

事業所開設に伴う土地及び家

屋の月額賃借料（１２月を限

度とする。）並びに当該事業

所開設に要する費用（改装費

用、情報通信関連機器の設置

費用その他市長が認めた費用

をいう。）の合計額の１００

分の５０以内の額 

３００万円 

情報通信の技術を活用した規則で

定める産業を営む企業の立地に伴

う新規雇用従業員及び配置転換従

業員の合計数が２人未満のとき。 

事業所開設に伴う土地及び家

屋の月額賃借料（１２月を限

度とする。）並びに当該事業

所開設に要する費用（改装費

用、情報通信関連機器の設置

費用その他市長が認めた費用

をいう。）の合計額の１００

分の３０以内の額 

１００万円 

別表中８の項を削り、９の項を８の項とする。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第１項の改正規定は、



 

 

公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例の施行の際現に改正前の新居浜市企業立地促進条例の規定により適用事業

所の指定を受けている企業及び当該指定の申請を行っている企業については、なお従

前の例による。  

３ この条例の施行の日前に地域再生法（平成１７年法律第２４号）第１７条の２第３

項の認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画及び地域経済牽引事業の

促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成１９年法律第４０号）第１３

条第４項の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って実施する事業並びに市と企業

の立地に関する協定を締結した事業者が当該協定に基づき実施する事業（いずれも投

下固定資産総額が３０億円を超えるものに限る。）については、なお従前の例による。  

 

提案理由  

企業立地に対する奨励措置の見直しを行い、令和１０年度まで期間を延長するととも

に、奨励金の交付要件等を改めることにより、企業の立地を促進し、本市の産業の振興

と雇用の拡大及び財政支出の適正化を図るため、本案を提出する。  


